
  埼 教 互 第 ４ 号 
令和８年４月１日 

 
 各所属所長 様 
 

一般財団法人埼玉県教職員互助会理事長 
 

令和８年度「ライフプラン休暇支援給付金」について（通知） 
 
 

当互助会では、ライフプラン休暇（教職員の生涯生活設計の充実を図るための連続した休
暇）の取得促進を図るため、下記のとおり、給付対象者にライフプラン休暇支援給付金とし
て５,０００円を給付しています。 
つきましては、対象となる所属所職員に御周知くださるようお願いします。 

 
記 

１ 留意点 

請求書の提出は、休暇取得後(休暇期間最終日＜請求日≦所属長証明日)となります。 

 
２ 事業概要 

今年度中に、５４歳に達する一般財団法人埼玉県教職員互助会の会員（昭和４７年４月
２日～昭和４８年４月１日生まれ）で、健康の維持増進、余暇活動、生涯学習活動及び地
域活動を自発的に計画し、「３日以上の年次休暇」を含む「連続した５日以上の休暇」を年
度末までに取得した者に、年度に１回５，０００円を補助します。 

 
３ 請求方法 
（１）総務事務システム対象機関（県教育局、県立教育機関（県立学校を含む）） 

別紙様式によらず、総務事務システムからの申請となります。令和８年度分の総務事 
システムへの入力は、令和８年５月７日（木）から開始となります。 

（申請手順：福利厚生（教育）＞リフレッシュ事業＞ライフプラン休暇支援給付金請求） 
 

（２）（１）以外の者は、別添の「ライフプラン休暇支援給付金請求書」をコピーするか、
埼玉県教職員互助会ホームページから様式をダウンロードしてご利用ください。 
●埼玉県教職員互助会ＨＰ：https://gojo-saitama.jp 
（ＴＯＰページ＞現職者の方へ＞ 

給付＞休暇給付＞ライフプラン休暇支援給付金） 
※請求書の提出は、休暇取得後（事後請求）となります。 
 
提出先 〒330-0063  

さいたま市浦和区高砂３－１４－２１ 職員会館５階 
福利課 厚生担当 

 
４ 給付の対象となる利用期間と提出期限  
（１）利用期間・・・令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水） 

（２）提出期限・・・令和９年４月９日（金）福利課 厚生担当 必着 

※総務事務システムで請求の方は、提出期限の前日までに総務事務センターへ請求書を提
出してください。 

※提出期限日を過ぎて届いたものは受付できません。また、提出期限前に福利課に届いた
場合でも記入漏れや不備があった場合は受付できませんので、時間に余裕を持って御提
出ください。 

担当：教育局教育総務部福利課 
厚生担当 

電話：０４８－８３０－６７０３ 
 
 

埼玉県教職員互助会 HP 

https://gojo-saitama.jp


                        

   
  

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※よくある請求例として「年休３日」+「週休日」の連続した５日間の休暇 

 

 

 

※対象となる休暇を取得し、連続した５日以上の休みであれば、年休は３日間連続しなくても可能 
 

 

 

※対象となる休暇には年末年始の休みも含まれているため、上記の組み合わせも可能 

 

 

 

※連続した５日間の休みを取得しているが、年休が２日間しかないため不可 

   
 

 

※休暇の間に職専免（職専免は休暇ではない）を取得しているため、連続した５日間の休暇にならな

いので不可 

 

 

どんな制度？ 対象者 
「３日以上の年次休暇」＋「その他の休暇」を

合せて連続した５日以上の休暇を今年度中に 
取得した場合、請求により、 
１回限り ５，０００円 を給付します。 

今年度    歳になる方 

昭和４７年４月２日～ 

昭和４８年４月１日生まれの互助会員 

・年次休暇を必ず３日以上取得する。 

・夏季休暇以外の特別休暇と職専免は「その他の休暇」には含まれません。 

・週休日であっても部活動に従事した日など教員特殊業務手当支給対象日は対象外です。 

・請求書は、実際に休暇を取得し終えた後に提出してください。（事後請求） 

・最終提出期限は、令和９年４月９日（金）福利課 厚生担当 必着です。 

（総務事務システムを利用の方は、提出期限の前日までに総務事務センターへ請求書を提出してください。） 

・提出期限日後の受付及び提出期限前でも不備があった場合は、受付できません。 

ご注意ください。 

休暇取得期間 

対象となる休暇 

今年度中（令和８年４月１日～令和９年３月３１日） 

「３日以上の年次休暇」＋「その他の休暇（夏季休暇、週休日、職

員の休日及び学校職員の休日）」を合せて連続した５日以上の休暇 

            年休１    職員・学校職員の休日と週休日  【職専免】   年休２    年休３ 
12/28        12/29 ～1/3         1/4         1/5    1/6 

健康維持増進などが目的 

不可 

      年休１   年休２     週休日    夏休     年休３ 
 7/9    7/10   7/11～7/12  7/13～7/14     7/15 可 

            年休１    週休日・祝日    年休２ 
9/18      9/19～9/23     9/24       不可 

      年休１   年休２    年休３     週休日 
 6/10    6/11     6/12   6/13～6/14    可     

休暇日数 

5 日 

休暇日数 

7 日 

     年休１   職員・学校職員の休日と週休日   年休２    年休３ 
12/28        12/29～1/3        1/4        1/5    可 

休暇日数 

9 日 



(様式１号)

日

注意事項

1

（ 総務事務シス テム 入力対象者は、 こ の用紙は使用でき ま せん。 「 様式№3041」 ）

2

3

4

5

6

7

＊提出期限日を過ぎて届いたものは受付できません。また、提出期限前に福利課に届いた

　 場合でも、記入漏れや不備があった場合は受付できませんので、ご注意ください。

週休日等を 含む

1 健康の維持増進　 　 　 2 余暇活動　 　 　 3 生涯学習活動　 　 　 4 地域活動

令和
5, 000円

　 休暇取得の目的
 （ 必ず○で囲む）

所 属 所 名

所属所コ ード

厚生担当提出用

年号

※

※福利課受付番号

　　ライフプラン休暇支援給付金請求書

実際に休暇を取得し 終えた後に請求し てく ださ い。 ( 休暇期間最終日＜請求日≦所属長証明日)

日

＊週休日であっ ても 教員特殊業務手当支給対象と なる 部活動等に従事し た日は対象外です。

「 ※」 印欄は、 記入し ないでく ださ い。

月 日

日月

休暇期間と は、 「 ３ 日以上の年次休暇」 ＋「 その他の休暇（ 夏季休暇、 週休日、

上記のと おり 請求し ま す。

　 　 　 一般財団法人　 埼玉県教職員互助会理事長　 様

　 　 　 　 　 　 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　        請求者氏名

令和
ま
で

年
か
ら

　【 令和８年度対象者 】
　昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日生まれ

会 員 氏 名

休暇日数
( 5日以上)

月

生　 年　 月　 日

年

年次休暇（ ３ 日以上） を含む休暇期間（ 週休日等含む） 請求金額

昭和

県立学校の教職員等、 総務事務シス テムの使用対象者はシス テムから 請求し てく ださ い。

ラ イ フ プラ ン休暇支援給付金の支給は、 当該年度内１ 回限り です。 （ 前年度対象者請求不可）

上記の記載事項は、 事実と 相違ないも のと 認めま す。

　 　 　 　 　 　 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 〒　 　 　 -　 　 　 　 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所在地
　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所属所長 所属所名
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  職　 　 名
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  氏　 　 名
　 電話番号　 　 　 （ 　 　 　 ）
　

組合員証番号

　 　職員の休日及び学校職員の休日）」を合せて連続した５日以上の休暇です。

  (令和８年度用)

＊「 その他の休暇」 に夏季休暇以外の特別休暇及び職専免は含ま れま せん。

によ り 登録し ている 「 短期給付等振込金融機関」 に振り 込みま す。

給付金の振り 込み口座は、 共済組合員・ ( 一財) 埼玉県教職員互助会員 申告書（ 共１ 号様式）

年

当該年度分の請求は、 令和９年４月９日(金)福利課厚生担当必着です。

職印

互



(様式１号)

4 0 Ａ 5 0

0 1 2 3 4 5

0 8 0 4 2 8 0 8 0 5 0 6
日

注意事項

1

（ 総務事務シス テム 入力対象者は、 こ の用紙は使用でき ま せん。 「 様式№3041」 ）

2

3

4

5

6

7

＊提出期限日を過ぎて届いたものは受付できません。また、提出期限前に福利課に届いた

　 場合でも、記入漏れや不備があった場合は受付できませんので、ご注意ください。

【注意】
総務事務システム
の使用対象者は、
総務事務システム

から入力・請求

記入例

　※週休日等を含めた期間・日数を記入
     してください（必ず５日以上記載）

連続した休みの期間内であれば、
 年次休暇は離れていても差し支えありません

浦和小学校

会 員 氏 名

組合員証番号 月

「 ※」 印欄は、 記入し ないでく ださ い。

月 日年
か
ら

　 休暇取得の目的
 （ 必ず○で囲む）

ま
で

上記のと おり 請求し ま す。

　 一般財団法人　 埼玉県教職員互助会理事長　 様　 ※休暇取得後に請求( 提出) し てく ださ い

　 　 　 　 　 　 　 令和８ 　 年　 ５ 　 月　 　 5　 日
　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    　    請求者氏名　 　 　 埼玉　 太郎

9
日

1 健康の維持増進　 　 　 2 余暇活動　 　 　 3 生涯学習活動　 　 　 4 地域活動

請求金額

昭和

生　 年　 月　 日

休暇日数
( 5日以上)

令和
5, 000円

7

月 週休日等を含む

所 属 所 名

所属所コ ード

厚生担当提出用

年号 日

※福利課受付番号

※

　　ライフプラン休暇支援給付金請求書

令和

01

によ り 登録し ている 「 短期給付等振込金融機関」 に振り 込みま す。

給付金の振り 込み口座は、 共済組合員・ ( 一財) 埼玉県教職員互助会員 申告書（ 共１ 号様式）

年

年　 次　 休　 暇　 含　 む　 休　 暇　 期　 間（ 週休日等含む）

   職員の休日及び学校職員の休日） 」 を合せて連続し た５ 日以上の休暇です。

休暇期間と は、 「 ３ 日以上の年次休暇」 ＋「 その他の休暇（ 夏季休暇、 週休日、

埼 玉 太 郎

ラ イ フ プラ ン休暇支援給付金の支給は、 当該年度内１ 回限り です。 （ 前年度対象者請求不可）

上記の記載事項は、 事実と 相違ないも のと 認めま す。

　 　 　 　 　 　 　 令和８ 　 年　 ５ 　 月　 ８ 日
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 〒０ １ ２ 　 -　 ３ ４ ５ ６ 　 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所在地　 さ いたま 市浦和区高砂３ －１ ５ －１
　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所属所長　 　 職　 名　 浦和小学校長

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 氏　 名　 浦和　 一郎
　 電話番号０ １ ２ （ ３ ４ ５ ） ６ ７ ８ ９

  (令和８年度用)

4 0 8

＊「 その他の休暇」 に夏季休暇以外の特別休暇及び職専免は含ま れま せん。

＊週休日であっても 教員特殊業務手当支給対象と なる 部活動等に従事し た日は対象外です。

当該年度分の請求は、 令和９年４月９日(金)福利課厚生担当必着です。

実際に休暇を 取得し 終えた後に請求し てく ださ い。 ( 休暇期間最終日＜請求日≦所属長証明日)

年

県立学校の教職員等、 総務事務シス テムの使用対象者はシス テムから 請求し てく ださ い。

互

８

押印は必要あり
ません。

職印

日付・日数を訂正する
場合は二重線で訂正
（訂正印は必要ありま
せん）


